
日本語学習支援ネットワーク会議 2014 in 青森 

分科会「外国につながる子どもの学習支援」 

日 時：  11月 1日（土） 14:00－16:00 

場 所： 青森中央学院大学学術交流会館 2階 

《プログラム》 

１．青森県内の日本語指導が必要な児童生徒の現状と課題 

青森県教育委員会 近藤 鉄也 氏 

２．各地からの実践報告 

①八戸からの報告 みちのく国際日本語教育センター 明日山 幸子 氏

②福島からの報告 福島県国際交流協会 日下部 喜美子 氏 

③山形からの報告 山形大学   内海 由美子 氏

④熊本からの報告 熊本県立大学   馬場 良二  氏 

３．「特別の教育課程」による日本語指導について 

帝京大学 土屋 千尋 氏 

４．意見交換 

＊この分科会は日本学術振興会科学研究補助金（基盤研究(Ｂ)23320109「外国人散在地域

の子どもの教育における保護者・学校・支援者の連携・協働モデルの構築」）の助成を受

けて行われます。 

今年度から、「特別の教育課程」による日本語指導が実施できるよ

う規則の改定がありました。しかし、日本語指導が必要な子どもた

ちが散在する地域では、具体的な指導・支援に苦慮しているのが現

状です。各地の実情について情報交換しながら、外国につながる子

どもの指導・支援について一緒に考えましょう。 
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分科会「外国につながる子どもの学習支援」報告 

 この分科会には、県内外で外国につながる子どもの学習支援に関わっている方やこ

のテーマに関心のある方などが参加し、情報共有と意見交換が行われた。 

 まず、青森県教育委員会の近藤先生から、県内の外国につながる子ども、日本語指

導が必要な子どもの現状報告があり、少数散在で支援の届きにくい状況が伝えられ

た。その後、八戸市を中心に支援活動を展開しているみちのく国際日本語教育センタ

ーの明日山さんから、ＮＰＯが学校教育現場に出向いての活動状況の報告があった。

学校での支援は個人のボランタリーな活動ではなく体制、組織を確立させて行う必要

性があることが明示された。 

 県外の事例として、福島県国際交流協会の事業として行われている子ども支援の活

動（日下部さん）、山形で教育行政機関の連携で行われている支援事業（内海さん）、

熊本市の日本語指導センター校での支援事業（馬場さん）について、それぞれ報告が

あった。各地の特性に応じてさまざまな事業が展開されているが、いずれも体制整

備、継続性などに課題があることがあげられた。 

 そして、平成 26年度から開始された「特別の教育課程」による日本語指導に関する

基礎情報の提供があった。この指導が実際に行われているところはごく一部である

が、制度として日本語指導を展開するための整備が一歩進められた意義は大きい。各

地でそれぞれの実情にあった指導が展開されるよう、一層の情報共有が求められる。 

 参加者からは、持続的、制度的に日本語指導を進めていくための具体的なアイデア

についての情報がほしい、子どもの将来につながるような指導をしていくべきだ、と

いった意見が出された。会議の後にも、参加者同士でより個別具体的な情報交換が行

われていた。 

今回のもっとも大きな収穫は、青森県教育委員会とつながりが持てたことである。

子どもの課題は学校の課題であるが、マイノリティの課題は優先順位の最も低い、対

応が進まないものになりがちである。教育行政、学校現場、そして外部の支援者、大

学等が連携することが重要であり、そのためにも今後も青森をはじめ、東北や他地域

との情報交換を継続させる必要性を共有した。 

文責（司会）：岩手大学国際教育センター 松岡洋子 

18



1　全体の状況

児童 児童
生徒数 生徒数

(人） （校） （人） （校） （人） （校） （人） （校） （人） （校）

7 5 2 2 9 7

6 4 1 1 7 5

0 0

0 0

2 2 2 2

0 0

17 6 7 6 24 12

15 5 3 3 18 8

0 0

11 4 5 4 16 8

【記入について】

１．「特別の教育課程」による日本語指導は、次の要件を満たすものとする。

　　ａ　小・中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部で実施される。

　　ｂ　主な指導者が教員であり、「特別の教育課程」による指導計画を作成し、設置者（教育委員会）へ届けられているもの。

２．③と⑨には「特別の教育課程」による日本語指導と併せてその他の指導・支援を受けている児童生徒数が含まれる。

３．④は、年齢相当の学年に在籍し、一時的に下学年で学習をしたのち、在籍学年に戻るケースをいう。

４．⑤は、年齢相当の学年より下学年に、正式に在籍するケースをいう。

５．⑥は、１５歳になる年を過ぎてから、小学校（特別支援学校の小学部を含む。）や中学校（中等教育学校の前期課程及び特

　　別支援学校の中学部を含む。）に編入したケースをいう。

６．日本国籍を有する重国籍者については、⑦～⑩の欄にカウントする。

７．⑩の海外から帰国した児童生徒とは、海外勤務者等の子供で引き続き１年を超える期間海外に在留した児童生徒をいう。

2 各市町村教育委員会において「特別の教育課程」による日本語指導を普及するために　最も必要と感じていること

 →　日本語指導担当教員の配置等日本語指導の体制整備

　※その他
　　　日本語指導に係る授業時数の確保
　　　児童生徒一人一人に応じた日本語指導計画の作成・評価の実施
　　　日本語指導に必要な教材等の充実

 日本語指導担当教員の指導力の向上

 等、文科省では意識しているが、本県については最優先するならば、体制整備を希望する市町村が多い。

⑦日本語指導が必要な日本国籍の
　　児童生徒

①日本語指導が必要な外国人児童
　 生徒

②　①のうち、現在学校において日
本語指導等特別の指導を受けて
いる児童生徒

③　②のうち、「特別の教育課程」
に
　よる日本語指導を受けている
　児童生徒
④　①のうち、年齢相当の学年より

「一時的に」下学年に受け入れて
いる児童生徒

⑤　①のうち、年齢相当の学年より
「正式に」下学年に受け入れて

い
 る児童生徒

⑥　①のうち、学齢を超過してから
　受け入れた児童生徒

⑧　⑦のうち、現在学校において日
本語指導等特別の指導を受けて
いる児童生徒

日本語指導が必要な児童生徒の受入状況【青森県】Ｈ２６年度

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合　計

児童数 学校数 生徒数 学校数 生徒数 学校数 学校数 学校数区　分

⑨　⑧のうち、「特別の教育課程」
による日本語指導を受けている

　児童生徒

⑩　⑦のうち、海外から帰国した児
　童生徒
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１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上
10人未満

10人以上
15人未満

15人以上
20人未満

20人以上
25人未満

25人以上
30人未満

30人以上
40人未満

3 2

4 1 1

7 2 1 1
40人以上
50人未満

50人以上
60人未満

60人以上
70人未満

70人以上
80人未満

80人以上
90人未満

90人以上
100人未満

100人以上

校

校

校

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上
10人未満

10人以上
15人未満

15人以上
20人未満

20人以上
25人未満

25人以上
30人未満

30人以上
40人未満

2

5 1

7 1
40人以上
50人未満

50人以上
60人未満

60人以上
70人未満

70人以上
80人未満

80人以上
90人未満

90人以上
100人未満

100人以上

校

校

校

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上
10人未満

10人以上
15人未満

15人以上
20人未満

20人以上
25人未満

25人以上
30人未満

30人以上
40人未満

40人以上
50人未満

50人以上
60人未満

60人以上
70人未満

70人以上
80人未満

80人以上
90人未満

90人以上
100人未満

100人以上

校

校

校

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上
10人未満

10人以上
15人未満

15人以上
20人未満

20人以上
25人未満

25人以上
30人未満

30人以上
40人未満

40人以上
50人未満

50人以上
60人未満

60人以上
70人未満

70人以上
80人未満

80人以上
90人未満

90人以上
100人未満

100人以上

校

校

校

３．在籍人数別学校数

小
学
校

区　分

日本語指導が必要な外国人児童生徒

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒

日本語指導が必要な児童生徒

区　分

日本語指導が必要な児童生徒

合　計

日本語指導が必要な外国人児童生徒 5

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒 6

11

中
学
校

区　分

日本語指導が必要な外国人児童生徒

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒

日本語指導が必要な児童生徒

区　分 合　計

日本語指導が必要な外国人児童生徒 2

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒 6

日本語指導が必要な児童生徒 8

高
等
学
校

区　分

日本語指導が必要な外国人児童生徒

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒

日本語指導が必要な児童生徒

区　分

日本語指導が必要な児童生徒 0

合　計

日本語指導が必要な外国人児童生徒 0

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒 0

特
別
支
援
学
校

区　分

日本語指導が必要な外国人児童生徒

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒

日本語指導が必要な児童生徒

区分

日本語指導が必要な児童生徒 0

合計

日本語指導が必要な外国人児童生徒 0

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒 0
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※日本語指導が必要な外国人児童生徒又は日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒が在籍する市町村数→９市町村
※日本語指導が必要な児童生徒とは、次の児童生徒を指す。
　　　①日本語で日常会話が十分にできない者

※数字は実施市町村数

区分 小・中学校 高等学校

1

2 2

3 4

区分 実施市町村数

4

5

6

7

8

9 1

10 2

11

12 1

13

14

15

16

区分 実施市町村数

1

就学に関するガイドブック作成・配布

就学前の子供の保護者に対する就学ガイダンス

在籍学級担任・教科担当教員も含めた研修

施策の内容

担当教員（常勤）の配置

児童生徒の母語を話せる支援員の派遣

１．２以外の支援員等の派遣

日本語指導が必要な児童生徒に対する施策の実施状況

施策の内容

指導体制

担当教員の研修

支援員の研修

　　　②日常会話はできても、学年相当の学習言語能力が不足し、学習活動への参加に支障が生じている者
　　　　 ただし高等学校への留学生は含まない

研修

施策の内容

その他 17

（具体的に記載）
・担当指導主事の研修
・学務健康課と教育センターとでの外国人児童生徒の受入体制検討
・担当指導主事の外国人児童生徒受入校への定期的訪問、助言、指導

関係機関と連携した協議会等の開催

受入体制

小・中学生とその保護者に対する進路ガイダンス

１～１６以外の施策

域内の小・中段階の子供の就学状況調査

就学前の子供を対象としたプレクラス

情報提供

日本語を指導する教室等の設置（民間や地域の団体によるものは含まない。）

拠点校・センター校の設置

就学・教育相談窓口の設置

外国人児童生徒の保護者に対する就学案内
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外国語を母語とする児童・生徒への日本語教育支援事業 

八戸での事業化までの流れと実践報告 

NPO 法人 

みちのく国際日本語教育センター 

副理事長  明日山 幸子 

１．協働事業提案に至るまで 

    事業化以前の支援 

期間 平成 14年度から平成 19年度まで 

支援対象者 八戸市・階上町・田子町の小中学校に通う児童・生徒 10名 

青森県からの予算措置有り 

＜問題点＞ ・支援体制が確立されていなかったため、要支援者と支援者間の 

 連絡に時間がかかり、速やかな支援が出来なかった。 

・青森県から出ていた予算が終了し、講師の謝礼が個人負担と 

なった。 

  協働事業提案 

20年 10月 「元気な八戸づくり」市民提案制度に申し込み、協働のまちづくり 

推進委員会のヒアリング審査を受ける。  

11月 協働事業候補として選定される。 

21年 3月 平成 21年度の事業化決定 

２．事業概要 

八戸市との協働事業内容 

開始年 平成 21年 6月 

支援対象 八戸市立小・中学校に在籍している、帰国児童生徒及び外国籍児

童生徒 

支援内容 上記対象となる本人及び保護者のニーズに応じて日本語教育支

援講師を学校へ派遣 

派遣依頼先 NPO 法人みちのく国際日本語教育センター 

講師職務 （１）日本語の基礎的及び基本的な指導に関すること 

（２）日本の生活習慣習得のための指導及び助言に関すること 

（３）学校と保護者との意思の疎通を図ること 

派遣の限度 1週について 3回、1回あたり 2時間程度を原則とし、3カ月（12

週）を限度 （3回／週 × 2時間／回 × 12週 ＝ 72時間） 

講師謝礼 1,000円／時間 （交通費含む） 
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３．支援実績 

   

  平成 21年度  支援対象者 3名 

  平成 22年度  支援対象者 4名 

  平成 23年度  支援対象者数が 5名に増員される 

   支援対象者 5名 

  平成 24年度  支援対象者 4名  

   (八戸以外の支援対象者：南部町 1名、階上町 1名) 

  平成 25年度  支援対象者 2名 

   (八戸以外の支援対象者：南部町 2名、階上町 1名) 

  平成 26年度  支援対象者 6名 

   (八戸以外の支援対象者：南部町 1名) 

 

 

４．課題 

 

  〇支援対象者が増えた場合の対応 

 講師を増やすための対策が必要 

   

  〇関係機関との連携 

 市の担当者との定期的な話合いが必要 
 

  〇日本の学校に入学を希望する児童・生徒を持つ家族・教育委員会・学校との連携 

   入学できる学校・入学に必要な条件等正確な情報のやり取りが必要 
 

  〇近隣市町村の外国人児童への支援体制 

 八戸市、南部町、階上町以外の近隣市町村にも支援を必要としている児童・生徒が 

 いる場合の対応策 
 

  〇支援対象者が高校生の場合 

 

  〇講師自身の研修の必要性 
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□問市民連携推進課 Tel 43-9207 Fax 47-1485 

 

地域の安全・安心や環境問題など、個人や行政だけでは解決が難しい問題が増加している今、NPOや地域

の各種団体など、多種多様な形でまちづくりの課題解決に取り組む市民の皆さんの活躍が注目されています。 

また、このような皆さんと行政が協力し合い、さらに良いものを生み出す「協働」という手法が、まちづく

りのさまざまな場面で取り入れられています。 

今回は、市民の皆さんと市が協働で実施した事業（次のページに掲載）を紹介しながら、「協働」というま

ちづくりの一つの手法についてお話します。 

 

◆「協働」は、まちづくりの一つの手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば…「地域の安全・安心」 

同じまちづくりの課題でも、 

それぞれ違う方法で解決に取り組んでいます。 

 

 

散歩中に 

ちょっと声掛け 

ボランティア 

子ども達の 

見守り運動 

町内会・自治会 

子育て支援 

の活動 

ＮＰＯ 

一人暮らしの 

人の生活支援 

公益団体 

自主防災組織 

の活動支援 

行政 

個人で出来ること 地域社会で出来ること 行政が取り組むこと 

※活動内容は例示です。 

同じ課題や目的を持った人たちが協力し合うことで、 

さらに相乗効果が生まれれば･･･ 

みんなが協力し合って、住みよいまちをつくる。それが「協働のまちづくり」です。 

皆さんのアイディア、活動、助け合いが住みよいまちをつくります！ 
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◆「元気な八戸づくり」市民提案制度を活用した協働事例（自由提案部門） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～外国語を母国語とする児童・生徒に対する日本語教育支援事業～（平成 21 年度自由提案制部門） 

提案者：「ＮＰＯ法人みちのく国際日本語教育センター」 担当：学校教育課 Tel 43-9457 Fax 45-2141 

外国から来たばかりで、

日本語がまだよくわか

らない。 

授業についていけな

い・・・日常生活が不

便・・・。 

ＮＰＯ 市 

 

学校で日本語支援を

やりたい！ 

ＮＰＯ、市、教育委員会で協議 

●外国籍のあるこど

も・帰国子女の日本語

習得状況等を把握 

●支援内容の協議 

●講師の派遣要請等 

学校 

●相談、調整、連絡、協議 

●ＮＰＯへ講師の派遣依頼 

●外国人へ事業のお知らせ等 

市、教育委員会 

●日本語教育支援 

（取り出し授業） 

ＮＰＯ 

▲おはじきを使ったかけ算の授業 

日本語教育の支援を個別で

はなく、もっと体系的にで

きないかなぁ。 

住民の課題を解決し

たい！ 

 

 

Ａ.まちづくりや地域の課題解決に向け、市民の皆さんと市が協働で取り組むことで相乗効果が期待で

きる事業の提案を募集する制度。市が設定したテーマをもとに市民の皆さんから事業提案をいた

だく「市設定テーマ部門」と、市民の皆さんからテーマ、事業提案をいただく「自由提案部門」

があります。 
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ふくしま外国の子どもサポートセンター事例報告 
平成 26 年 11 月 1 日(土） 

                      公益財団法人福島県国際交流協会 
外国の子どもサポート担当 日下部 

 
＜事業内容＞ 
１．ふくしま外国の子どもサポートセンター（平成 26 年 4 月に当協会内に開設） 

目的：外国の子どもの包括的支援を行う。 
内容：HP の開設と運営、情報の収集と提供、相談対応、教材等資料の収集と貸出 
ＵＲＬ：http://www.worldvillage.org/ 

 
２．関係団体連絡会議の開催（県内 3 会場で実施） 

目的：外国の子どものセイフティネットの拡充のための関係機関・団体間の更なる連携強化を図る。 
対象：県市町村教育委員会、日本語教室、日本語ボランティア、福島大学、主任児童委員など 
内容：日本語教室、学校での支援者、市教育委員会、それぞれの立場での事例報告とその事例研究、

各関係団体の取り組みについての情報交換等 
 
３．支援者研修会の開催 

 目的：ボランティアの発掘とスキルアップを図る。 
①対象：子どもの母語を使って日本語の支援が行える人（県内 3 会場で開催） 
内容：外国の子どもの学校での早期適応支援のノウハウと心構え、母語保持の考え方などを学ぶ。 

②対象：子どもの日本語支援の実践者及び関心のある人（年 1 回、11 月 16 日に実施予定） 
内容：日本語で日本語や教科学習の支援を行うときに役立つ効果的なスキルを学ぶ。 

 
４．「外国の子ども」に対するサポーターの紹介と活動経費の支援 

目的：子どもの早期適応支援と市町村教育委員会に対するサポーターの有効性の認識を図る。 
対象：外国の子どもが編入学する市町村教育委員会 
内容：母語、または日本語指導のできるサポーターを、 1 日 2～3 時間、週 2～3 回程度で計 25 回

程度派遣 
※ その他、サポーター派遣のための独自の予算がある市町村教育委員会には、サポーターの紹介と

活動のコーディネイトを実施 
 
＜事業により期待される効果＞ 
・各地域並びに関係者ごとに顔が見える関係が構築され、さまざまな情報交換が可能となる。 
・研修会や情報の提供等により県内の外国の子ども支援の質が向上する。 
・支援を必要とする外国の子どもの学習や学校生活のサポートがより状況に応じた形で行われる。 
・より多くの人が、外国の子どもの置かれた状況を理解することができる。 

 
＜財源＞ 

H25 年 1 月から H26 年 12 月までの 2 年間、民間助成金「フクシマ ススム プロジェクト 福島

子ども支援 NPO 助成 助成事業」（年間 500 万円）を活用 
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1

山形市の教育支援の取り組み

外国につながる子どもを
地域全体で支えるために

内海由美子（山形大学）

日本語学習支援ネットワーク会議2014 in 青森

（１）子どもが少ない
児童生徒数が少なく目立った増加は見られない。

常に在籍するとは限らず1人在籍校が多い。
センター校はない。小中学校に日本語教室はない。

（２）子どもの支援に関わる大人も少ない

支援に関わる大人の連携が難しい。

支援の実績が蓄積されていかない。

１．外国人散在地域における子どもの支援の特徴

⇒ 子どもに対する「思い込み」が解消されない。

「日本語ができるようになってからおいで」

「そのうち話せるようになる」

「取り出し指導はダメ」

「子どもの母国語が話せる支援者でなければ…」

１．外国人散在地域における子どもの支援の特徴

⇒ 行政の施策が立てられにくい。
予算化しにくい。

⇒ 教育委員会派遣の指導員が、支援者にとっ
て安定した収入にならない。人材確保が難
しい。

１．外国人散在地域における子どもの支援の特徴

支援を個人が担っている。その個人が活動を止めれ
ば支援もそこでストップする。

地域間、学校間で支援に格差が生じている可能性
がある。
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（３）地域特性

公共交通機関

気候（冬期間の降雪）

保護者の就業状況

⇒ 保護者による送迎が期待しにくい。

⇒ 子どもが一人で学区外に通うことが困難。

１．外国人散在地域における子どもの支援の特徴

他校における指導、学校外施設における指導は困
難な場合が多い。

（１）子どもの多様化

結婚移住したアジア女性の「連れ子」

中国帰国者の４世

日本生まれ、日本国籍、日本名の子ども

フィリピンにルーツのある子ども

特別支援の可能性が示唆される子ども

外国人労働者の子ども

外国人のひとり親家庭

２．山形市における教育支援の状況

（２）支援体制

支援対象児童生徒27名／県59名（2012年度）
（2013年度は29名）
1995年から学校・教育委員会による支援の実績がある。
センター校はない。学校内の日本語教室はなくなった。

現在、山形市教育委員会が「在住外国人等日本語習熟
支援事業」のもと、登録支援者を学校に派遣している。

支援者９名（日本５、中国２、韓国１、フィリピン１）

日本生まれの子ども、日本国籍の子どもも支援対象。

２．山形市における教育支援の状況

（３）支援状況（新規来日の場合）

①支援時数・・・教育委員会が決定、週５～６時間程度

②支援者・・・教育委員会が決定

・外国語母語話者と日本語母語話者

・日本語母語話者のみ／外国語母語話者のみ

③支援の形態と支援内容（コース設計）

・・・学校と支援者が相談

・取り出しか、入り込みか、両方か

・内容、時間配分

２．山形市における教育支援の状況
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（４）支援者の役割

①通訳支援…母語ができる支援者
②実態把握

③適応支援

④日本語学習支援

（サバイバル・日本語基礎・技能別）

⑤教科と日本語の統合

⑥教科の補習

⑦心のケア

２．山形市における教育支援の状況

（５）学校と支援者の連携

①打ち合わせ（支援開始時、必要に応じて、学期末）

②報告書（支援内容、児童生徒の様子、連絡事項等）

③学期ごとの日本語支援の評価

２．山形市における教育支援の状況

「サポートチーム」の態勢

３．地域で子どもを支えるために
大人のネットワークは子どものセーフティネット

外部支援者の
役割は重要

外部支援者だけが
抱え込む

担任だけが
抱え込む

連携・協働が大切
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「特別の教育課程」による日本語指導について 

帝京大学 土屋千尋 

１．学校教育法施行規則を改正する省令（2014 年 1 月 14 日公布、2014 年 4 月 1 日施行） 

 義務教育諸学校において日本語指導の「特別の教育課程」の編成・実施がみとめられる。 

学校における日本語指導が教育課程に正式に位置づけられる 

 

2．省令の意義 

2.1 これまでの学校における日本語指導 

・週 1〜3 時間 

・在籍学級より「取り出し指導」or 在籍学級に「入り込み指導」 

・学校教員があき時間に指導 or 外部支援者が指導 

・正規の授業ではないので評価がなく内申書にも記載されない 

だれがやっても、何をやっても、どうやってもよい 

やらなくてもよい 

くわえて、外国人散在地域では、 

・外部支援者をさがしだすのが困難 

・予算措置の優先順位がひくい or 予算措置がなされない 

・こどもがいなくなったら教育支援はおわり、記録、知識や経験の蓄積がされない 

 問題に気づいたこころある関係者の「善意」によってささえられてきた 

 

2.2 省令にもとづく「特別の教育課程」編成・実施 

学校教育法施行規則 第五十六条の二 

 小学校において、小学校において、日本語に通じない児童のうち、当該児童の日本語を理解し、使用

する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めると

ころにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定にかかわらず、特別の教育課程による

ことができる。 

学校教育法施行規則 第五十六条の三 

 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童が設置者の定めるところによ

り他の小学校又は特別支援学校の小学部において受けた授業を、当該児童の在学する小学校において受

けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。 

     第七十九条-中学校、第百八条-中等教育学校の前期課程 

     第百三十二条の三、四-特別支援学校の小学部又は中学部 

・個別の指導計画を作成＆評価 

・主たる指導者は教員免許を有する教員 

 

日本語指導の全国的な質の担保 

児童生徒のまなぶ権利を保障 
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2.3 「特別の教育課程」編成・実施の期待とメリット 

・こどもが安心して学習できる時間と環境をつくることができる 

・学校現場においてこどもの存在が認知され、日本語指導に対する理解がふかまる 

・転出入、在籍学級担任や指導者の交代、上級学校進学において、教育支援の継続性がはかられる 

・在籍学級担任と日本語指導担当者の協力により指導がすすめられる 

 

3． 「特別の教育課程」を実質的に機能させるために 

3.1 日本語指導の目的 

 A. 自身の将来像を描き、アイデンティティの形成をうながす 

 B. 生活面での適応をうながす 

 C. 学習参加のための力をたかめる 

 D. 日本語の知識や技能を身につける 

 しばらく前では、適応や日本語習得に中心がおかれていたが、現在は、全人教育としての使命がある

ととらえられるようになった。また、受入側の変容もうながす双方向の教育がもとめられている。 

 

3.2 日本語指導のプログラムとその概要および言語能力との関連 

① サバイバル日本語……………日常生活場面でのコミュニケーション 

 A) 健康・衛生 B) 安全な生活 C) 人間関係づくり D) 学校生活 

② 日本語基礎……………………言語とリテラシーの規則的な側面 

 日本語の音声・文字表記・語彙・文型文法 

③ 技能別日本語…………………言語とリテラシーの規則的な側面 

 言語の四技能きく・はなす・よむ・かくのうち、どれか一つに焦点をしぼった指導 

④ 教科と日本語の統合学習……教科学習等の場での思考・認知的活動をささえる 

 「教科内容の学習」と「日本語の学習」を一緒におこなうもの、教科と日本語の両方の力をたかめる 

 ⑤ 教科の補習……………………教科学習等の場での思考・認知的活動をささえる 

在籍学級での教科学習を学習。母語での補助もかんがえられる。 

 ⑥ 在籍学級：母語・母文化教育、国際理解教育 

  外国につながる子どもと日本の子ども双方のためにある。人権教育 

 

3.3 日本語指導のプログラムの配置とコース設計 

・プログラムを順番にすすめていくのではない。こどもの多様な状況にあわせ、プログラムをくみあわ 

 せ、そのこどもに適したコースを設計していく。 

・設計した指導計画を定期的にみなおす。 

・⑥については、在籍学級において、来日当初からかつ継続しておこなう。 
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3.４ コース設計と指導のためのポイント 

・一人ひとりに応じた項別の設計と指導 

・日本語学習と教科学習をきりはなさない 

・スパイラル方式で進行 

・友だちづくり 

 

3.5 教育支援関係者のなすべきこと 

・在籍学級担任と日本語指導担当者（=外部支援者）の連携・協働 

  ↑ 

・学校管理職・市町村教育委員会：明確なビジョン＆リーダーシップ 

・県教育委員会：教育支援関係者の連携・協働をうながし、課題解決をはかる「場」の設置者 

 

４．のこされた課題−こえなければならない壁 

4.1  国際的な条約と日本の制度の中での外国人児童生徒教育 

すべての子どもは教育をうける権利を有する：子どもの権利条約批准 国際人権規約 A 規約批准 

外国人保護者はこどもを学校にいかせる義務がない→不就学のこどもの存在（1 万人以上） 

文部科学省：公立学校に就学を希望する外国人児童生徒は無償でうけいれをおこなう 

      日本語に通じない児童生徒に対する「特別の教育課程」編成・実施 

 

4.2 多様な背景をもつ日本語に通じない児童生徒 

日本語に通じない児童生徒→日本語で日常会話が十分にできない児童生徒および日常会話ができても、

学年相当の学習言語能力が不足し、学習活動への参加に支障が生じている児童生徒 

日本語に通じない児童生徒→外国籍、日本国籍（帰国児童生徒・国際結婚家庭のこども・日本国籍取得）、

重国籍にかかわらない 

「現在では、国籍はもとより、母語、母文化、宗教、生活習慣など、多様な背景を伴った児童生徒が日

本の学校に在籍しています。------日本の学校は、このように多様な背景を持つ子どもたちが学ぶ場にな

っており、これまでとは異なった学校の在り方が模索されています。その結果、多様な背景を持つ子ど

もたちが日本の学校で学ぶ際の条件を整備することが求められています。」（文部科学省初等中等教育局

国際教育課「外国人児童生徒受入れの手引き」より） 

 

4.3 外国人児童生徒の教育をうける権利をまもることは社会の責務である 

就学義務へむけての法律整備→社会へ発信 

1872 年学制発布： 

国民皆学の理念「邑ニ不学ノ戸ナク家ニ不学ノ人ナカラシメンコトヲ期ス（太政官布告第 214 号）」 

今後の日本社会がめざすこと＝日本にすむすべてのこどもに教育をおこなう 
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